
据置型定期預金規定 

 

自動継続据置型定期預金規定（証書式） 

※2024 年 10 月 1 日より新規取扱中止 

 

１．（自動継続） 

（１）この預金は、証書面記載の最長預入期限に自動的に据置型定期預金として継続します。継続さ

れた預金についても同様とします。 

（２）この預金の継続後の利率は、継続日における当行所定の利率とします。 

（３）継続を停止するときは、最長預入期限（継続をしたときはその最長預入期限）までにその旨を

申出てください。 

 

２．（預金の支払時期） 

（１）この預金は、預金の全部または一部について預入日（継続をしたときはその継続日）の 6 か月

後の応当日以後の任意の日に利息とともに支払います。 

（２）この預金の一部を解約するときは、1万円以上の金額で指定してください。 

 

３．（証券類の受入れ） 

（１）小切手その他の証券類を受入れたときは、その証券類が決済された日を預入日とします。 

（２）受入れた証券類が不渡りとなったときは預金になりません。不渡りとなった証券類は、証書と

引換えに、当店で返却します。 

 

４．（利息） 

（１）この預金の利息は、預入日（継続をしたときはその継続日）から最長預入期限（預金の全部ま

たは一部を解約するときは、その解約日）の前日までの日数（以下「約定日数」といいま

す。）および次の預入期間に応じた所定の利率（以下「約定利率」といいます。）によって６か

月複利の方法で計算し、この預金とともに支払います。                 

①６か月以上１年未満                                  

②１年以上２年未満                                   

③２年以上３年未満                                     

④３年以上４年未満                                  

⑤４年以上５年未満                                 

⑥５年 

（２）継続をする場合の利息は、あらかじめ指定された方法により、継続日に指定口座に入金する

か、または継続日に元金に組入れます。ただし、利息を指定口座へ入金できず現金で受取る場

合には、当行所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して証書とともに提出してくださ

い。 

（３）継続を停止した場合のこの預金利息は、最長預入期限以後にこの預金とともに支払います。な

お、最長預入期限以後の利息は、最長預入期限から解約日または書替継続日の前日までの日数

および解約日または書替継続日における普通預金の利率によって計算し、この預金とともに支



払います。 

（４）当行がやむをえないものと認めてこの預金の預入日（継続をしたときはその継続日）の６か月

後応当日前に解約する場合には、その利息は、預入日（継続をしたときはその継続日）から解

約日の前日までの日数について、解約日における普通預金の利率によって計算し、この預金と

ともに支払います。 

（５）この預金の付利単位は１円とし、１年を３６５日として日割で計算します。 

 

５．（預金の解約、書替継続） 

この預金を解約、一部解約または書替継続するときは、証書の受取欄に届出の印章により記名

して当店に提出してください。 

 

６．（届出事項の変更、証書の再発行等） 

（１）証書や印章を失ったとき、または、印章、名称、住所その他の届出事項に変更があったとき

は、直ちに書面によって当店に届出てください。この届出の前に生じた損害については、当行

は責任を負いません。 

（２）証書または印章を失った場合のこの預金の元利金の支払いまたは証書の再発行は、当行所定の

手続きをした後に行ないます。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあ

ります。 

 

７．（印鑑照合） 

証書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違な

いものと認めて取扱いましたうえは、これらの書類につき偽造、変造その他の事故があっても

そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。 

 

８．（譲渡、質入れの禁止） 

（１）この預金および証書は、譲渡または質入れすることはできません。 

（２）当行がやむをえないものと認めて質入れを承諾する場合には、当行所定の書式により行いま

す。 

 

９．（預金保険制度の対象について） 

この預金は預金保険制度の対象となります。 

 

１０．（保険事故発生時における預金者からの相殺） 

（１）この預金は満期日が未到来であっても、当行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合に

は、当行に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り当該相殺額について期限が到来したも

のとして、相殺することができます。なお、この預金に、預金者の当行に対する債務を担保す

るため、もしくは第三者の当行に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するた

めに質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。 

（２）前項により相殺する場合には、次の手続きによるものとします。 

   ①相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序・方法に



より指定の上、預金証書はお届出印を押印して（または当行所定の払戻請求書に届出の印章

により記名押印して通帳あるいは預金証書とともに）直ちに当行に提出してください。ただ

し、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当行に

対する債務である場合には、先ず預金者の保証債務から相殺されるものとします。         

②前号による充当の指定のない場合には、当行の指定する順序・方法により充当いたします。 

③第①号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当行は遅滞な

く異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、充当の順序・方法を指定することができ

るものとします。 

（３）第１項により相殺する場合の利息については、次のとおりとします。          

①この預金の利息の計算等については、その期間を相殺通知が当行に到達した日の前日まで 

として、利率は約定利率を適用するものとします。 

②借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が 

当行に到達した日までとして、利率、料率は当行の定めによるものとします。また、 

借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては、当行の定めに 

よるものとします。 

（４）第１項により相殺する場合の外国為替市場については当行の計算実行時の相場を適用するもの

とします。 

（５）第１項により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別途定めがあると

きには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当行の承諾を

要する等の制限がある場合においても相殺ができるものとします。 

 

１１．（成年後見人等の届け出） 

（１）家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には直ちに成年後見人等の氏名

その他必要な事項を書面によってお届けください。 

（２）家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がなされた場合には、直ちに任意後見人の氏

名その他必要な事項を書面によってお届けください。 

（３）すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がなされ

ている場合にも、前２項と同様にお届けください。 

（４）前３項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様にお届けください。 

（５）前４項の届け出の前に行われた取引の効果は本人に帰属するものとし、それによって生じた損

害については、当行は責任を負いません。 

 

１２．（合併後の取扱） 

この預金が２０２６年５月２日以降に最長預入期限を迎える場合には、第１条の定めにかかわ

らず、証書記載の最長預入期限に自動的に株式会社福井銀行（存続会社）の据置型定期預金に切

り替えて継続し、継続後は株式会社福井銀行の据置型定期預金規定が適用されます。 

 

以上 

 

 



 

 

 

自動継続据置型定期預金規定（通帳式） 

 

１．（自動継続） 

（１）この預金は、通帳記載の最長預入期限に自動的に据置型定期預金として継続します。継続され

た預金についても同様とします。 

（２）この預金の継続後の利率は、継続日における当行所定の利率とします。 

（３）継続を停止するときは、最長預入期限（継続をしたときはその最長預入期限）までにその旨を

申出てください。 

 

２．（預金の支払時期） 

（１）この預金は、預金の全部または一部について預入日の 6 か月後の応当日以後の任意の日に利息

とともに支払います。 

（２）この預金の一部を解約するときは、1万円以上の金額で指定してください。 

 

３．（証券類の受入れ） 

（１）小切手その他の証券類を受入れたときは、その証券類が決済された日を預入日とします。 

（２）受入れた証券類が不渡りとなったときは預金になりません。不渡りとなった証券類は、通帳の

当該受入れの記載を取消したうえ、当店で返却します。 

 

４．（利息） 

（１）この預金の利息は、預入日（継続をしたときはその継続日）から最長預入期限（預金の全部ま

たは一部を解約するときは、その解約日）の前日までの日数（以下「約定日数」といいま

す。）および次の預入期間に応じた所定の利率（以下「約定利率」といいます。）によって６か

月複利の方法で計算し、この預金とともに支払います。                 

 ①６か月以上１年未満                                  

②１年以上２年未満                                   

③２年以上３年未満                                     

④３年以上４年未満                                  

⑤４年以上５年未満                                 

⑥５年 

（２）継続をする場合の利息は、あらかじめ指定された方法により、継続日に指定口座に入金する

か、または継続日に元金に組入れます。ただし、利息を指定口座へ入金できず現金で受取る場

合には、当行所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して証書とともに提出してくださ

い。 

（３）継続を停止した場合のこの預金の利息は、最長預入期限以後にこの預金とともに支払います。

なお、最長預入期限以後の利息は、最長預入期限から解約日または書替 

継続日の前日までの日数および解約日または書替継続日における普通預金の利率によって計算し、こ



の預金とともに支払います。 

（４）当行がやむをえないものと認めてこの預金の預入日（継続をしたときはその継続日）の６か月

後応当日前に解約する場合には、その利息は、預入日（継続をしたときはその継続日）から解

約日の前日までの日数について、解約日における普通預金の利率によって計算し、この預金と

ともに支払います。 

（５）この預金の付利単位は１円とし、１年を３６５日として日割で計算します。 

 

５．（預金の解約、書替継続） 

この預金を解約、一部解約または書替継続するときは、当行所定の払戻請求書に届出の印章に

より記名押印して通帳とともに当店に提出してください。 

 

６．（届出事項の変更、証書の再発行等） 

（１）通帳や印章を失ったとき、または、印章、名称、住所その他の届出事項に変更があったとき

は、直ちに書面によって当店に届出てください。この届出の前に生じた損害については、当行

は責任を負いません。 

（２）通帳または印章を失った場合のこの預金の元利金の支払いまたは通帳の再発行は、当行所定の

手続きをした後に行ないます。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあ

ります。 

 

７．（印鑑照合） 

払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、

相違ないものと認めて取扱いましたうえは、これらの書類につき偽造、変造その他の事故があ

ってもそのために生じた損害については、当行は責任を負いません。 

 

８．（譲渡、質入れの禁止） 

（１）この預金および通帳は、譲渡または質入れすることはできません。 

（２）当行がやむをえないものと認めて質入れを承諾する場合には、当行所定の書式により行いま

す。 

 

９．（預金保険制度の対象について） 

この預金は預金保険制度の対象となります。 

 

１０．（保険事故発生時における預金者からの相殺） 

（１）この預金は満期日が未到来であっても、当行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合に

は、当行に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り当該相殺額について期限が到来したも

のとして、相殺することができます。なお、この預金に、預金者の当行に対する債務を担保す

るため。もしくは第三者の当行に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するた

めに質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。 

（２）前項により相殺する場合には、次の手続きによるものとします。     

   ①相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序・方法を



指定の上、預金証書はお届出印を押印して（または当行所定の払戻請求書に届出の印章によ

り記名押印して通帳あるいは預金証書とともに）直ちに当行に提出してください。ただし、

この預金で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当行に対す

る債務である場合には、先ず預金者の保証債務から相殺されるものとします。       

②前号による充当の指定のない場合には、当行の指定する順序・方法により充当いたしま

す。 

③第①号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当行は遅滞な

く異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、充当の順序・方法を指定することができ

るものとします。 

（３）第１項により相殺する場合の利息については、次のとおりとします。          

①この預金の利息の計算等については、その期間を相殺通知が当行に到達した日の前日まで 

として、利率は約定利率を適用するものとします。 

②借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が 

当行に到達した日の前日までとして、利率、料率は当行の定めによるものとします。ま

た、 

借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては、当行の定め

に 

よるものとします。 

（４）第１項により相殺する場合の外国為替市場については当行の計算実行時の相場を適用するもの

とします。 

（５）第１項により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別途定めがあると

きには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当行の承諾を

要する等の制限がある場合においても相殺ができるものとします。 

 

１１．（成年後見人等の届け出） 

（１）家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には直ちに成年後見人等の氏名

その他必要な事項を書面によってお届けください。 

（２）家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がなされた場合には、直ちに任意後見人の氏

名その他必要な事項を書面によってお届けください。 

（３）すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がなされ

ている場合にも、前２項と同様にお届けください。 

（４）前３項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様にお届けください。 

（５）前４項の届け出の前に行われた取引の効果は本人に帰属するものとし、それによって生じた損

害については、当行は責任を負いません。 

 

１２．（合併後の取扱） 

この預金が２０２６年５月２日以降に最長預入期限を迎える場合には、第１条の定めにかかわ

らず、通帳記載の最長預入期限に自動的に株式会社福井銀行（存続会社）の据置型定期預金に切

り替えて継続し、継続後は株式会社福井銀行の据置型定期預金規定が適用されます。 

 



以上 

 


